
 

 

 

令和８年度第１回 

四国中央市部活動地域展開 

検討委員会 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四国中央市教育委員会 

令和８年６月 24 日（水）19：00～ 

伊予三島運動公園体育館 大会議室 

 
 



 
会 次 第 
 
 

 

１．開会 
 
 
２．開会のあいさつ 

四国中央市教育委員会教育長  河村 英茂 
 
 
３．自己紹介 

 
 
４．委員長・副委員長 選出 
 

委員長                  
 

副委員長                 
 
 
５. 報告 
（１） これまでの検討委員会での協議事項について         …………  １ 
（２） 地域クラブ活動の認定制度について            ………… ２ 
 

 

６. 議事 

（１） 本委員会のスローガンについて              ………… ４ 
（２）「四国中央市部活動地域展開推進計画」（仮称）の策定について ………… ５ 
（３） 今後のスケジュールについて                ………… 11 
 
 
７. 意見交換 
 
 
８. 事務連絡 
 

 
 
閉 会 

 
 



 

1 
 

５．報告 

（１）これまでの部活動地域移行検討委員会での協議事項について 

  ※名称について…「地域移行」から「地域展開」に変更 

学校の部活動をなくすのではなく、学校と地域社会が連携・協働して 

子どもの活動を支援するという意識づけのため 

≪令和５年度≫ 

Ｒ６.１.10（水） 四国中央市部活動地域移行検討委員会 

【報告】 

・部活動地域移行の概要説明及び国や県の動向 

・四国中央市における部活動及びスポーツ団体の現状 

・四国中央市のこれまでの取組と今後の方向性 

・部活動（中学校）に関する教職員アンケート結果 

≪令和６年度≫ 

Ｒ７.２.17（月） 四国中央市部活動地域移行検討委員会 

【議事】 

・愛媛県内他市町の事例紹介 

・休日の部活動地域移行に係る現状把握調査について 

・今後のスケジュールについて 

Ｒ７.３月 「休日の部活動地域移行に係る現状調査」実施 

≪令和７年度≫ 

Ｒ７.11.27（木） 四国中央市部活動地域移行検討委員会 

【報告】 

・「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」

最終とりまとめ 

・部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進等に関する調査研究

協力者会議 

・「休日の部活動地域移行に係る現状把握調査」結果報告 

【議事】 

・今後の四国中央市の動きについて 

  令和９年度中に四国中央市部活動地域展開推進計画の策定を

目指すため、令和８年度では、市内部活動や競技団体の関係者か

らヒアリング調査の実施や受け皿の把握・整理、受益者負担及び

支援体制の検討を行っていく必要がある 

 



2

220713
楕円



3

220713
楕円



4 
 

６. 議事 

（１）本委員会のスローガンについて   

 

≪四国中央市部活動地域展開検討委員会スローガン≫ 

 

（事務局案） 

 

Ａ「生徒の輝ける場所を 未来へ」 

 

Ｂ「ずっと続く、もっと輝く、地域の部活動」 

 

Ｃ「未来につなげる 部活動改革」 



5 

【フォーマット案】 

 

 

（仮称）四国中央市部活動地域展開推進計画 

（第Ⅰ期） 

 
 

 

 

 

 

「 “スローガン” 」 

            ― 副 題 ―  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 年 月 

四国中央市 
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【案】 

１ はじめに 

   これまで学校部活動は、教育課程との関連を図りながら、学校教育の一環として教

員の献身的な貢献に支えられ行われてきました。その中で部活動は、スポーツ、文化

芸術等の幅広い活動機会を得られるとともに、生徒の自主的、主体的な参加による活

動を通じて、生徒同士や教員と生徒等の人間関係の構築、達成感の獲得、学習意欲の

向上や責任感、連帯感の養成等に資するとともに、自主性の育成にも寄与しており、

人間形成の場として大きな役割を担ってきました。 

しかし、少子化が進む中でこれまでのような部活動の維持が困難になってきていま

す。本市でも児童生徒数の減少が加速しており、統計的にも更に生徒数が減少する見

込みです。そのため、今後は、部活動の廃部や休部、活動の縮小が想定され、生徒た

ちのやりたい部活動が無くなったり、団体競技においては部員不足で試合に出場する

ことができなくなったりする事態になることが確実で、本市でも今後、これまでのよ

うな学校部活動の維持ができないことは明白となっています。また、専門性や本人の

意思に関わらず教員が顧問を務めるこれまでの指導体制をそのまま継続することは、

教員の労働環境の適正化の観点からも難しくなっています。 

そこで、本市では、国や県のガイドライン等を踏まえ、本市の各地域や各学校、各

スポーツや文化芸術部の実情に合った部活動の在り方について検討を進め、今後も中

学校の部活動が担ってきた、生徒がスポーツ・文化芸術活動に親しみ、豊かな人間性

を育む機会を確保する体制づくりを進めるために、ここに「部活動地域展開推進計

画」を策定しました。 

 

２ 推進計画策定の背景 

⑴ 国の動向 

文部科学省では、急激な少子化の進展等により、従来のような形での部活動の実施

が困難となってきている中でも、将来にわたって子どもたちがスポーツ・文化芸術活

動に親しむ機会を確保するため、令和４年 12 月に「学校部活動及び新たな地域クラブ

活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を策定し、令和５年度から令和７年

度までを「改革推進期間」として、部活動の地域クラブ活動への移行等を推進してき

ました。 

令和７年 12 月には、令和８年度以降の部活動改革の方向性や支援策等の取組方針と

なる「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」を策

定し、令和 10 年度までを「改革実行期間【前期】」として、確実に休日の地域展開等

に着手を、令和 13 年度までを「改革実行期間【後期】」として、休日は原則全ての部

活動において地域展開の実現を目指し、平日についても各種課題を解消しつつ、更な

る改革を推進していくこととしました。 
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国が目指す地域クラブ活動の在り方として、「地域クラブ活動においては、学校部活

動が担ってきた教育的意義を継承・発展させつつ、地域全体で支えることによる新た

な価値を創出することが重要。」としています。 

今回のガイドラインでは、これまでの「地域移行」に代わって「地域展開」という

言葉が使われるようになっており、その説明の中では、「地域クラブ活動の実施に当た

っても、学校施設の活用や、従事を希望する教師などの兼職兼業、学校との情報共有

など、学校との連携を図る必要があり、地域展開をした場合にも、学校は地域の一部

としてかかわりを持つことになることに留意が必要。」とあります。これまでの「部活

動を学校から地域に移す」というイメージから、これまであった部活動の良さを生か

しつつ、中学生のスポーツや文化芸術活動を学校もかかわりながら地域で支える形に

することを目指すという考え方に変更されています。 

 

⑵ 県の動向 

愛媛県では、令和５年９月、「愛媛県の学校部活動及び地域クラブ活動の在り方等に

関する方針」及び「公立中学校の部活動改革に係る愛媛県推進計画」が策定され、「で

きるところから できるものから」の合言葉のもと、県と市町がモデル事業などを中

心としながら改革を進めてきました。そして、令和７年 12 月の国の新たな「ガイドラ

イン」策定を受けて、令和 8年２月に改定版が策定されました。改定では「「やりた

い！」をあきらめない。―オールえひめで挑む子どもの愛顔と成長の居場所づくり  

―」の新しいスローガンのもと、改革実行期間【前期】の目標として「令和 10 年度末

までにすべての学校部活動で休日の地域展開を実現」を掲げました。今後、県と市町

の包括な協働体制を図る「えひめ地域クラブ」の立ち上げや、受け皿づくりや指導者

確保を加速していくことに力を入れることとしています。 

 

⑶ 本市の動き 

   本市では、令和５年 11 月に「四国中央市部活動地域移行検討委員会要綱」を策定

し、各種スポーツ団体の代表者や校長を含む教職員で構成される「四国中央市部活動

地域移行検討委員会」を立ち上げました。令和６年１月を第１回目として、合計 3回

実施され、先進事例の研究や意見交換を行ってきました。これまでに、教職員対象の

アンケート内容の検討や実施、今後のおおまかなスケジュールを決定するなどしてき

ました。 
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３ 本市の現状 

⑴ 生徒数の推移 

本市にある市立中学校は 7校あり、すべての中学校に運動部が、6校に文化部が設置

されています。生徒数は平成

16 年度に 3009 人であったも

のが、令和 7年には 2012 人

と約３分の２になっていま

す。統計的に予想可能な現在

の 1歳児が中学校 1年になる

令和 19 年度には 1208 人とな

り、平成 16 年の約 40％にな

ることが予想されます。少子

化によるクラス数の減少に伴

って、正規の教員数が減少し

ており、部活動顧問を担当で

きる教員も減ってきていると

思われます。 

  【令和 9年以降の数値は住民基本台帳による予想】 

 

⑵ 運動部活動生の推移 

運動部活動生は平成 30 年には 1553 名だったものが令和８年度には 935 名と、およ

そ 60％に減少しています。一方、文化部活動生は令和２年に 433 名、令和８年に 489

名と逆に増えています。運動部活動生の減少は、生徒数の減少、地域クラブチーム等

の選択肢の広がり、ダ

ンスや eスポーツなど

の趣向の多様化、運動

部活動を避ける傾向の

広がりなど、複合的な

要因が影響しているも

のと思われます。一

方、運動部活動数は大

きくは減っておらず、

結果として一つの部活

動における部員数の減

少が進行しているもの

と思われます。 

【「運動部活動加入状況調査」による】   
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４ 本市の地域展開について 

⑴ 本市の方向性 

中学校部活動の地域展開に向けた環境整備については「部活動改革及び地域クラブ

活動の推進等に関する総合的なガイドライン」（文部科学省令和 7年 12 月改訂）を基

本的な方針として、これまで部活動が果たしてきた役割を理解し、今ある部活動をで

きるだけ尊重しながら、本市の現状に合った地域展開を目指します。 

生徒たちが主体的に選択し多様な活動に参加できる機会を確保するとともに、教員

がその主体性に基づいて地域展開にかかわることのできる労働環境の整備を図りなが

ら、将来にわたって持続可能な活動となるように部活動の地域展開を進めていくこと

とします。 

⑵ 本市のこれからの取組 

 

⑶ 地域展開のモデル 

① 地域立ち上げ型地域クラブ 

 

 

② 部活動移行型地域クラブ活動 

 

 

③ 地域展開による合同部活動（【【称】】Ｃ－Ｂａｓｅ） 

 

 

④ 単独部活動 

 

 

⑷ 今後の取組 

① 行政 

 

 

② スポーツ団体 

 

 

③ 学校 



名称等 適合ケース 主体

単独部活動 単独で活動が可能な部 学校

地域展開による合同
部活動（【仮称】C-
Base）

団体競技で適切な練習が
難しい部

学校

部活動移行型
地域クラブ

体制が整った部
外部指導者（教員
の兼職兼業を含
む）

競技団体（協会）

スポーツ少年団

保護者

民間

有志等その他

10

現状

移行期の形態

部
活
動
由
来

地
域
由
来

地域立ち上げ型
地域クラブ

地域に指導者がいる場合

すでにある地域クラブ



令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

国

県

市

国の
改革推進期間

国の改革実行期間【前期】

○現時点で着手していない地方公共団体においても、確実に休日の地域展開等に

 着手

○都道府県が広域自治体としてリーダーシップを発揮し、市区町村に対して必要

 な支援をきめ細かく行うことも重要

○一つの市区町村における対応が困難な場合には、複数の市区町村による広域連

 携の取組を進めることも重要

国の改革実行期間【後期】

○休日については、原則、全ての学校部活動において地域展開の実現を目指す

○地域の実情を踏まえつつ、できる限り前倒しでの実現を目指すことが望ましい

○平日の改革については、前期において活動の在り方や課題への対応策等の検証

 を行った上で、中間評価の段階で改めて取組方針を定め、更なる改革を推進

○ 休日の地域展開とともに、平日もあわせて、できるところから取り組むこと

県内全ての部活動で休日の地域展開を実現

○市町連絡協議会のスキームを「えひめ地域クラブ」へ移行し、県と市町の協働体制を整備

○オールえひめでの」の各種取組により、受け皿づくり・指導者確保を加速

○市町の主体的な取組を中心としつつ、広域連携の強みを生かして課題解決を後押し

〇平日についても、県内市町の先進的な取組をモデルとしつつ、実現可能な活動の在り方を検証

平日も含め地域クラブ活動の拡充や

持続化・安定化に向けた改革を推進

○「えひめ地域クラブ」で継続的な課題解決

○取組の進捗状況に応じて支援の在り方を工夫・改善

○ 平日の改革については国の中間評価等を踏まえつつ、取組を加速

○ スポーツ・文化芸術活動を通じた地域社会の維持・活性化の視点

ヒアリング調査及び
計画素案の作成

○ 市内部活動や競技団体の関係者

 からヒアリング調査を行い、四国

 中央市部活動地域展開推進計画の

 素案を作成

計画策定
○ 四国中央市部活動地域展開推進

計画の策定

○ 受け皿の把握、整理

○ 受益者負担及び支援体制の検討

休日の地域展開
○ 休日の地域展開を希望する部活動から、取組を進めていく

○ 課題の把握、対応策の検討

○ 指導者の育成・研修

地域展開に係る今後のスケジュール （2026.5）
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2026.6

四国中央市 部活動地域展開 ロードマップ

2029(R11年度) 2030(R12年度) 2031(R13年度)

2028(R10年度)2027(R9年度)2026(R8年度)

愛媛県

学校

・

市教育

委員会

・

検討

委員会

12

国

スポーツ

団体協会

スポーツ

団体協会

国

愛媛県

学校

・

市教育

委員会

・

検討

委員会

国の改革実行期間【前期】

国の改革実行期間【後期】

県内全ての部活動で休日の地域展開を実現

平日も含め地域クラブ活動の拡充や

持続化・安定化に向けた改革を推進

部活動

検討 準備期間・地域立ち上げ型地域クラブ活動

検討

拠点校方式的部

活動

(C-Base)

単独部活動

準備期間・部活動移行型

地域クラブ活動

検討

推進計画立案

検証

検討

休日の地域展開の完了

平日の地域展開の推進

部活動移行型地域クラブ活動

部活動指導員配置等
部活動移行型地域クラブ活動

検証・点検・計画見直し
推進計画

策定
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